
(単位：戸）

６５歳未満の ６５歳未満の 副業的農業 総農業数
農業専従者がいる 農業専従者がいる

旧水海道 193 155 752 153 2,222 3,167

旧 石 下 259 233 254 46 1,340 1,853

旧水海道 260 146 590 73 2,222 3,072

旧 石 下 259 211 253 38 1,320 1,832

旧水海道 244 114 499 28 2,128 2,871

旧 石 下 207 187 79 17 1,523 1,809

旧水海道 228 163 539 90 1,666 2,433

旧 石 下 234 212 271 51 915 1,420

旧水海道 204 160 363 76 1,323 1,890

旧 石 下 208 182 191 32 817 1,216

水 海 道 7 7 15 4 60 82

豊 岡 9 3 38 9 172 219

菅 原 56 42 63 10 196 315

大 花 羽 8 5 21 4 72 101

三 妻 20 14 33 3 175 228

五 箇 16 14 50 9 199 265

大 生 22 15 58 12 209 289

坂 手 9 8 25 5 81 115

内 守 谷 14 13 20 6 40 74

菅 生 43 39 40 14 119 202

石 下 26 18 48 10 168 242

玉 25 18 32 3 96 153

豊 田 14 11 49 5 165 228

岡 田 46 41 24 3 157 227

飯 沼 97 94 38 11 231 366
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資料：農業基本調査、農（林）業センサス

主業農業 準主業農業

(注）平成12･17年は販売農家のみについて集計

平成12年

平成10年

平成8年

平成7年
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１ 主副業別農家数

主業農家・・・農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、65
              歳未満の農業従事60日以上の世帯員がいる農家をいう。
              主業農家のうち、「65歳未満の農業専従者がいる」とは
              65歳未満の農業従事150日以上の世帯員がいる農家をい
              う。

準主業農家・・農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、65
              歳未満の農業従事60日以上の世帯員がいる農家をいう。
              準主業農家のうち、「65歳未満の農業専従者がいる」と
              は、65歳未満の農業従事150日以上の世帯員がいる農家
              をいう。
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